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新  旧  対  照  表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更前 

４ 地域再生計画の目標 

 

（略） 

 

また、市道１０３号線は、県道の迂回路として

の役割を担う路線であり、整備を進めているが、

沿線に保育園や小学校があることからも、安全で

安心な道路整備が強く求められているところであ

る。 

 

（略） 

 

(目標１)交通渋滞の緩和(県道下諏訪辰野線の機能確保)

     迂回路の確保 

渋滞延長（観蛍橋付近） 3km ⇒ 0.2km 

（市役所付近） 1km ⇒ 0.3km 

(目標２)森林の整備(保安林指定地の拡大と搬出間伐比 

率の増加） 

    搬出間伐比率      2％ ⇒ 10％ 

(目標３)市民との協働による森林の育成（広葉樹林造成

事業や民有林整備の推進） 

    植樹面積             5ha ⇒ 25ha 

(目標４)防災・減災の推進（災害に強いまちづくり） 

災害に対する施設整備の満足度  

22％ ⇒ 30％ 

 

５ 目標を達成するために行う事業 

（５－１）全体の概要 

県道の下諏訪辰野線と岡谷茅野線は、諏訪地方と

隣接する地域を結ぶ主要な道路であり、その県道の

緊急時の迂回路確保のため市道の１７号線、川岸２

７３号線、１９号線、湊５号線、１０３号線を整備

する。また、天竜川災害復旧事業の河川整備に伴い

変更後 

４ 地域再生計画の目標 

 

（略） 

 

また、市道１０３号線、岡谷７５５号線は、県

道の迂回路としての役割を担う路線であり、整備

を進めているが、近隣に保育園や小学校があるこ

とからも、安全で安心な道路整備が強く求められ

ているところである。 

 

（略） 

 

(目標１)交通渋滞の緩和(県道下諏訪辰野線の機能確保)

     迂回路の確保 

渋滞延長（観蛍橋付近） 3km ⇒ 0.2km 

（市役所付近） 1km ⇒ 0.2km 

(目標２)森林の整備(保安林指定地の拡大と搬出間伐比 

率の増加） 

    搬出間伐比率      2％ ⇒ 10％ 

(目標３)市民との協働による森林の育成（広葉樹林造成

事業や民有林整備の推進） 

    植樹面積             5ha ⇒ 25ha 

(目標４)防災・減災の推進（災害に強いまちづくり） 

災害に対する施設整備の満足度 

22％ ⇒ 32％ 

 

５ 目標を達成するために行う事業 

（５－１）全体の概要 

県道の下諏訪辰野線と岡谷茅野線は、諏訪地方と

隣接する地域を結ぶ主要な道路であり、その県道の

緊急時の迂回路確保のため市道の１７号線、川岸２

７３号線、１９号線、湊５号線、１０３号線、岡谷

７５５号線を整備する。また、天竜川災害復旧事業



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更前 

必要となる１７号線天白橋は架け替えにより、対面

通行ができる橋梁とし、ＪＲ中央本線夏明踏切の改

良を行う。併せて川岸８２号線の付替道路を整備す

る。１０３号線西堀橋は老朽化が進んでおり架け替

えを行う。そのほか、湊・川岸地区を相互につなぐ

林道志平線を整備する。 

 

（略） 

 

（５－２）法第５章の特別の措置を適用して行う事業 

  道整備交付金を活用する事業 

  対象となる事業は、以下のとおり事業開始に係

る手続き等を完了している。 

 整備箇所等は、別添の整備箇所を示した図面に

よる。 

・市道１７号線（鶴峯天白線）  

：昭和６１年３月３１日市道認定 

 ・市道１９号線（鎌倉街道線）  

：昭和６１年３月３１日市道認定 

・市道１０３号線（西堀通り線） 

：昭和６１年３月３１日市道認定 

・市道川岸８２号線 

：平成３年３月１８日市道認定 

・市道川岸２７３号線 

：昭和６１年３月３１日市道認定 

・市道湊５号線 

：昭和６１年３月３１日市道認定 

                          

                                    

・林道志平線  

：森林法による伊那谷地域森林計画

（平成２０年４月樹立）に路線を記載

 

変更後 

に伴い必要となる１７号線天白橋は架け替えによ

り、対面通行ができる橋梁とし、ＪＲ中央本線夏明

踏切の改良を行う。併せて川岸８２号線の付替道路

を整備する。１０３号線西堀橋は老朽化が進んでお

り架け替えを行う。そのほか、湊・川岸地区を相互

につなぐ林道志平線を整備する。 

 

（略） 

 

（５－２）法第５章の特別の措置を適用して行う事業 

  道整備交付金を活用する事業 

  対象となる事業は、以下のとおり事業開始に係

る手続き等を完了している。 

 整備箇所等は、別添の整備箇所を示した図面に

よる。 

・市道１７号線（鶴峯天白線）  

：昭和６１年３月３１日市道認定 

 ・市道１９号線（鎌倉街道線）  

：昭和６１年３月３１日市道認定 

・市道１０３号線（西堀通り線） 

：昭和６１年３月３１日市道認定 

・市道川岸８２号線 

：平成３年３月１８日市道認定 

・市道川岸２７３号線 

：昭和６１年３月３１日市道認定 

・市道湊５号線 

：昭和６１年３月３１日市道認定 

   ・市道岡谷７５５号線 

：平成９年１０月１７日市道認定 

・林道志平線  

：森林法による伊那谷地域森林計画

（平成２０年４月樹立）に路線を記載

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更後 

   ［事業期間］ 

市道（平成２０～２４年度） 

林道（平成２３～２４年度） 

［整備量及び事業費］ 

市道 ２．９８ｋｍ、林道 １．３ｋｍ 

総事業費 １，３７６，０００千円 

（内交付金 ６８３，０００千円） 

市道 １，３４６，０００千円 

（内交付金 ６７３，０００千円） 

林道    ３０，０００千円 

（内交付金  １０，０００千円） 

 

（略） 

 
 

変更前 

   ［事業期間］ 

市道（平成２０～２４年度） 

林道（平成２３～２４年度） 

［整備量及び事業費］ 

市道 １．８６ｋｍ、林道 １．３ｋｍ 

総事業費  ８９６，０００千円 

（内交付金 ４４３,０００千円） 

市道  ８６６，０００千円 

（内交付金 ４３３，０００千円）

林道   ３０，０００千円 

（内交付金  １０，０００千円）

 

（略） 

 
 


